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コロナウィルス感染症に伴う就業制限等に関する申し入れ 

 

現在、コロナウィルス感染症の第６波が猛威を振るっている。 

この現状はＪＲ東海に於いても人ごとではなく、多くの社員が罹患しており、さら

に濃厚接触者となる社員も後を絶たない。 

しかし、この状況下に於いて、社員が給料等で安心して治療に専念できる態勢に

あるとは言いにくい会社対応であると組合は認識している。 

従って、下記の通り申し入れるので、団体交渉を開催すること。 

 

記 

 

１．社員の感染状況を日別で明らかにすること。 

 

２．濃厚接触者とされた社員及び家族の状況を日別で明らかにすること。 

 

３．コロナウィルス感染症に罹患した社員及び濃厚接触者となった社員は、会社が出

勤を止めているが、根拠は就業規則第１３６条第２項なのか明らかにすること。 

 

４．上記３項により就労を制限された社員の賃金は、賃金規程第１２６条に定められ

ている６０／１００となるのか明らかにすること。 

 

５．コロナウィルス感染症に罹患した社員及び濃厚接触者とされた社員が、保存休暇

を持っている場合に、就労を制限されている間に使用できるようになったが、就業

規則第７７条の４ ２項によると、使用できるのは「４日目以降」とされている。

コロナウィルス感染症の罹患者及び濃厚接触者も同様の扱いをしているのか明ら

かにすること。 

 

６．上記２項の「４日目以降」の、保存休暇の扱いをされているのであれば、就業規

則第７８条（１０）私傷病による場合（私傷病休暇）を適用し、全１日の休暇等の

初日から、保存休暇が使えるようになるまでの３日間に使用できるようにし、社員

が賃金の減額を心配せずに治療に専念できるようにすること。 



また、保存休暇を持っていない社員に対しても上記私傷病休暇を適用すること。 

 

７．上記６項目の就業規則第７８条（１０）私傷病による場合（私傷病休暇）を適

用できないのであれば、コロナウィルス感染症が収束するまでの間、コロナ休暇

を新設し、コロナウィルス感染者や濃厚接触者に対して就業制限期間中は１００

／１００の賃金を保障すること。 

 

以 上 


